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　明田川賢一さん、 安達俊明さん、　 石黒良行さん、
　石橋育於さん、　 伊藤寛一さん、　 荻根澤隆雄さん、
　小越憲泰さん、　 歸山　肇さん、　 神子島正樹さん、
　金子俊郎さん、　 樺山　仁さん、　 菊池　渉さん、
　小出子恵出さん、 小林敬典さん、　 小林吾郎さん、
　小林卓哉さん、　 近藤雄介さん、　 斎藤弘文さん、
　斎藤真澄さん、　 杉山幸英さん、　 関川　博さん、
　高橋　司さん、　 滝沢　亮さん、　 中林順一さん、
　中村和彦さん、　 中村信一さん、　 梨本次郎さん、
　西山徳芳さん、　 野崎喜一郎さん、 野水靖之さん、
　長谷川正実さん、 番場太吉さん、　 船越良則さん、
　松永一義さん、　 丸山行彦さん、　 柳取崇之さん、
　山田富義さん、　 吉井直樹さん、　 米山智哉さん、
　若槻八十彦さん、 渡辺良一さん
　　「施設見学例会」を迎えて

　　　　　　　　　1月 2 9 日分　￥      41,000
　　　　　　　　　今 年 度 累 計　￥   886,650

「卓　話」
「老齢年金について」
　三条年金事務所 お客様相談室
　　　　　　 長谷川明美 様
１．老齢年金を受けるために
　　必要な期間
　・10年以上（厚生年金・共済年　　金・国民年
金の納付期間や　　免除期間等）

２．受給開始年齢
・特別支給の老齢厚生年金
　厚生年金（共済年金含む）期間が1年以上あれば
　生年月日により60歳から64歳
・老齢厚生年金・老齢基礎年金　　65歳

３．年金額
・特別支給の老齢厚生年金
　　　　　　　　報酬比例部分　＋　定額部分
・老齢厚生年金　報酬比例部分　＋　経過的加算
・老齢基礎年金　780,100円（満額）

４．繰上げ請求
・希望により60歳から65歳になるまでの間
（受給開始年齢の前）に受け取り
　１ヶ月早めることで0.5%減額

５．繰下げ請求
・65歳で受給せず、希望により66歳から70歳に
なるまでの間に受け取り
　１ヶ月遅らせることで0.7%増額

６．在職老齢年金
・特別支給の老齢厚生年金（60歳から65歳になる
まで）の計算方法
　基本月額－（総報酬月額相当額＋基本月額－28万円）÷２
・老齢厚生年金（65歳以降）の計算方法
　基本月額－（総報酬月額相当額＋基本月額－47万円）÷２

　　　基本月額 … 加給年金を除いた特別支給の
　　　　　　　　　　　老齢厚生年金（１ヶ月分）
　　　総報酬月額相当額 … 
　　　　標準報酬月額＋（1年間の賞与額の合計÷12）

７．雇用保険との調整（特別支給の老齢厚生年金のみ）
・失業給付
　求職申込月の翌月分から全額支給停止
・高年齢雇用継続給付
　最高で標準報酬月額の6％にあたる額が支給停止

1

27
2020.1.29（No.3036)

楽しいロータリーでつながろう

会 長
会長エレクト
副 会 長
幹 事
S 　 A 　 A
会 計
直 前 会 長
会長ノミニー

若槻八十彦
野崎喜一郎
小出子恵出
柳 取 崇 之
中 條 克 俊
西 山 徳 芳
松 永 一 義
明田川賢一

（クラブ奉仕A）

（クラブ奉仕B）

第２５６０地区ガバナー
／
／
／
／
／
／
／
／

／大谷光夫

［1.23］三条東RCへ
 ・中村和彦さん、　衛藤泰男さん
［1.23］三条RACへ
 ・若槻八十彦さん、荻根澤隆雄さん
［1.26］長久の家 餅つき大会へ
 ・若槻八十彦さん、野崎喜一郎さん、
 ・柳取崇之さん、　荻根澤隆雄さん、
 ・五十嵐博宣さん、杉山幸英さん
［1.27］三条南RCへ
 ・中沢真幸さん、　山田富義さん、
 ・斎藤弘文さん、　丸山行彦さん
［1.28］三条北RCへ
 ・斎藤弘文さん、　中村和彦さん、
 ・渡辺勝利さん、　丸山行彦さん、
 ・杉山幸英さん、　小林卓哉さん

【先週のメークアップ】

例会日／毎週水曜日１２：３０～
例会場及び事務局／
　三条市旭町２－５－１０　三条信用金庫本店内
例会場／TEL ３４－３３１１
事務局／TEL ３５－３４７７   FAX ３２－７０９５

■本日の出席会員数：59名中44名
■先々週出席率：82.76％

2019～2020

職業奉仕月間「施設見学例会」
於 三条市体育文化会館
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　　次々週例会　 2月 1 9日　　夜例会「新年会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18：30～　於 二洲楼

　　次 週 例 会　 2月 1 2日　　「外部卓話」　長岡技術科学大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　産金学官コーディネーター　杣木勝秀 様

休日

2月のお祝い
◎会員誕生祝
　 2日　五十嵐博宣さん
　 4日　荻根澤隆雄さん
　 6日　番場太吉さん
　 8日　石倉政雄さん
　17日　加藤紋次郎さん
　19日　関　義実さん
　20日　金子俊郎さん
　26日　斎藤弘文さん

◎夫人誕生祝
　17日　五十嵐美和さん（博宣さん）
　22日　斎藤千也子さん（真澄さん）
　26日　松永シゲミさん（一義さん）

◎結婚記念祝
　 7日　小林敬典さん（由美子さん）
　28日　関川　博さん（由紀子さん）

【前回の問題（週報No. 25）のおさらい】
従業員が、上司に怒られている際の様子を、
会社や上司に内緒で、スマートフォンで
録音することは違法でしょうか？

【回答】
注意や叱責の際に、従業員が上司や会社に
内緒で録音することは、違法ではありませ
ん。よって、従業員は、ハラスメントによ
る慰謝料支払を求める民事裁判において、
録音データを証拠として裁判所に提出する
ことができます。

したがいまして、会社は、従業員に注意・
叱責する際には「この従業員はスマート
フォンで録音しているかもしれないな」と
あらかじめ留意しておく必要があります。

もっとも、注意・叱責を受ける際の秘密
録音が違法ではなくても、職場にいる際に
ずっと録音し続けるのは、許される行為で
はありません。万が一そのような従業員を
見つけたら、録音をしないよう、指導・命
令してください。

「法律よもやま話」

滝沢　亮
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